
 

 

北陸圏域道路啓開計画策定協議会 規約（案） 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、「北陸圏域道路啓開計画策定協議会」（以下「協議会」という）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、北陸圏域（新潟県、富山県、石川県）における道路啓開について関係 

機関の連携・協力により強力かつ着実に推進していくことを目的とする。  

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議を行うものと 

する。 

（１）北陸圏域の道路啓開の優先順位や方策に関すること。  

（２）北陸圏域の道路啓開に関する情報共有及び情報提供に関すること。  

（３）北陸圏域の広域的な道路啓開の実施に関すること。 

（４）その他、前条の目的を達成するために必要な事項。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために各行政機関、各関係団体等をもって 

組織する。  

２ 協議会には会長を置くものとし、北陸地方整備局道路部長が務めるものとする。 

３ 会長が職務を遂行できない場合は、予め会長が指名する者が職務を代理する。  

４ 会長に事故があるときは、予め会長が指名する者がその職務を代行する。  

５ 協議会の構成は、別表のとおりとする。 ただし、必要に応じ会長が指名するものの 

出席を求めることができる。 

６ 協議会には、実務的な検討を行うための部会を各県単位で設けることとする。  

 

（事務局） 

第５条 協議会の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。  

２ 協議会の事務局は国土交通省北陸地方整備局道路部に置くものとする。  

 

（規約の改正）  

第６条 本規約の改正等は、協議会の協議により行うものとする。  



 

（その他） 

第７条 協議会は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するものであり、本規約に定め 

るもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 

 

（附則）  

第８条 本規約は、令和６年２月２９日から施行する。 


